
二本松市ＡＩデマンドタクシー導入等業務委託に係る公募型プロポーザル実施要領 

 

１　趣旨 

この実施要領は、令和６年３月に策定された「二本松市地域公共交通計画」に基づき、

地域内の移動を支え、交流・連携を促す公共交通ネットワークの利便性向上の実現を目的

とした二本松市ＡＩデマンドタクシー導入等業務委託に係る優先交渉者を、公募型プロ

ポーザル方式により選定するために必要な事項を定めるものである。 

 

２　概要 

⑴　名称 

二本松市ＡＩデマンドタクシー導入等業務委託 

⑵　内容 

二本松市ＡＩデマンドタクシー導入等業務委託仕様書（以下「仕様書」という。）に

記載のとおりとする。ただし、契約時における仕様書は、優先交渉者として選定された

事業者の企画提案内容に応じて仕様を変更することがある。 

⑶　履行期間 

契約締結日から令和８年３月３１日（火）まで 

 

３　事業費上限額 

２０，２６２，０００円（消費税及び地方消費税を含む。） 

※　内容　・ＡＩデマンドタクシー運行システム構築業務委託料 

・ＡＩデマンドタクシー運行システム保守管理業務委託料（令和８年３月まで） 

　　　　　・ＡＩデマンドタクシー受付システム構築業務委託料 

・ＡＩデマンドタクシー受付システム保守管理業務委託料（令和８年３月まで） 

・ＡＩデマンドタクシー車両運行用端末　６台 

・ＡＩデマンドタクシー車両管理用端末　６台 

　　　　　　※　設置場所は市役所１台、各支所１台（３台）、運行事業者各１台（２台） 

　　　　　・その他、研修、説明会に関する費用等 

 

４　提案参加要件 

⑴　参加資格 

本プロポーザルに参加できる者は、次に掲げる要件の全てを満たしている者とする。 

①　二本松市入札参加資格審査実施要綱（平成１８年二本松市告示第１１９号。）第２

条各号に該当していないこと。 

②　二本松市競争入札参加資格の取消しの通知を受けた場合において、当該通知の日

から２年を経過していること。 



③　二本松市暴力団排除条例（平成２４年二本松市条例第１７号）第２条第１号から第

３号までに規定する者でないこと。 

④　会社更生法（平成１４年法律第１５４号）の規定による更生手続又は民事再生法

（平成１１年法律第２２５号）に基づく更生手続中の者でないこと。 

⑤　国又は地方公共団体において、同様の業務の１０団体以上の導入実績があること。 

⑵　複数提案の禁止 

１提案者ごとに、提案は１件とする。 

⑶　他の提案参加者の構成員となることの禁止 

既に提案参加している者又は提案参加者の構成員となっている者は、他の提案参加

者の構成員になることはできないものとする。 

 

５　実施日程 

本プロポーザルの公募から契約までの日程は、次のとおりとする。 

 

６　質問の受付及び回答 

⑴　提出書類 

質問書（様式１） 

⑵　提出期限 

令和７年５月１２日（月）１７時必着 

⑶　提出方法 

①　電子メールで質問書を提出すること。 

②　受信確認のため、電子メール送信後に提出先へ電話連絡すること。 

③　指定の様式によらない質問及び提出期限を過ぎた質問は、一切受け付けない。 

⑷　提出先 

下記の「14　担当部署・提出先」に記載の部署に提出すること。 

⑸　回答方法 

 内　　容 日　　程 備　　考

 プロポーザル公募開始 令和７年４月１４日（月） 市ウェブサイトに公表

 質問受付期限 令和７年５月１２日（月）

１７時まで

電子メールにより提出

 質問回答期限 令和７年５月１６日（金） 市ウェブサイトに公表

 参加表明書等提出期限 令和７年５月２１日（水） 持参又は郵送

 企画提案書提出期限 令和７年５月２３日（金） 持参又は郵送

 プロポーザル審査会 令和７年５月２９日（木）

 選定結果通知 令和７年６月上旬 郵送により通知

 契約手続き 令和７年７月予定



①　質問に対する回答は、令和７年５月１６日（金）までに、市ウェブサイトに公表す

るものとし、個別の回答は行わない。 

②　質問書の内容について不明な点がある場合は、質問者に対して電話により確認を

行う。 

 

７　参加申込 

⑴　提出書類 

①　プロポーザル参加申込書（様式２） 

②　実務実績書（様式３） 

③　会社概要（任意様式 Ａ４版） 

④　法人登記に係る履歴事項全部証明書（写し可） 

⑤　直前２か年分の財務諸表（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書等財務

関係が分かる書類） 

⑥　納税証明書（写し可） 

国税、市町村税 

※　④から⑥については、本市の令和７・８年度の入札参加資格者名簿に登録してい

る場合は不要。④及び⑥は申込前３か月以内に取得したものに限る。 

⑵　提出期限 

令和７年５月２１日（水）１７時必着 

⑶　提出方法 

持参又は郵送による。郵送の場合は、郵送した旨の電子メールと電話にて連絡するこ

と。 

持参の場合は、平日の８時３０分から１７時までの間に受付する。 

⑷　提出先及び受付場所 

下記の「14　担当部署・提出先」に記載の部署 

⑸　受理通知書の送付 

プロポーザル参加申込書を受理した場合、提出書類に基づき参加資格を審査の上、プ

ロポーザル参加申込書に記載されたメールアドレス宛に、電子メールによりプロポー

ザル参加申込書受理通知書（様式４）を送付する。 

 

８　企画提案書の提出 

⑴　提出書類 

①　企画提案書（様式５）　　 …１部 

②　企画書（任意様式　Ａ４版３０ページ以内。両面印刷可。表紙及び目次を作成する

場合はページ数に含めない。）…８部 

※企画書には以下の項目の記載を必須とする。 



・業務工程 

運用開始までの作業工程や、役割等について記載すること。また、導入にあたって

想定される課題とその解決策や工夫等があれば記載すること。 

　　　・人員体制 

　　　　必要な専門的知見・経験を有する人員の配置について記載すること。 

　　　・システムの利便性・運行効率 

　　　　利用者、運行事業者及び管理者（市職員）それぞれの視点から、システムの利便性

や運行効率を高める機能・仕組みについて記載すること。 

　　　・システムの機能性・拡張性 

　　　　仕様書に記載した内容のほか、事業費上限額内での導入可能なその他機能や独自

の提案、公共交通体制の改変等へのシステムの対応があれば記載すること。 

・データのアウトプット 

　　　　利用者情報や運行実績について、出力方法や項目等について記載すること。 

・研修 

本運用を見越した研修内容及びスケジュールについて記載すること。また、研修内

容やマニュアル内容についても記載すること。 

・運用保守 

サポート体制についての提案や、サポート対応可能時間について記載すること。ま

た、システム障害、緊急時の対応についての検討や法令等の改正に伴うシステムの対

応について記載すること。 

・セキュリティ 

　個人情報の保護に対するセキュリティの記載をすること。また、災害等発生時のサ

ーバー・ストレージ管理の対策について記載すること。 

・マネジメント定着支援 

　進捗管理方法や、市が実施する説明会等への支援について記載すること。 

③　参考見積書（任意様式　Ａ４版）…８部 

　※　内訳が分かる詳細も作成すること。 

⑵　提出期限 

令和７年５月２３日（金）１７時必着 

⑶　提出方法 

持参又は郵送による。郵送の場合は、郵送した旨の電子メールと電話にて連絡するこ

と。 

持参の場合は、平日の８時３０分から１７時までの間に受付する。 

⑷　提出先及び受付場所 

下記の「14　担当部署・提出先」に記載の部署 

⑸　留意事項 



①　企画提案書の再提出は、提出期限内に限り認める。ただし、部分的な差替えは認め

ない。 

②　提出した書類の提出期限後の追加・変更は認めない。ただし、脱漏又は不明確な表

示があった場合等において本市が認めた場合はこの限りではない。 

③　提出書類は返却しない。 

④　プロポーザル参加申込書を提出していない者からの企画提案書の提出は一切受け

付けない。 

⑹　参加及び提案の無効 

①　企画提案に参加する資格がないものが提案したとき。 

②　当該企画提案審査に対して２件以上の提案をしたとき。 

③　他人の提案の代理をしたとき。 

④　参加に対して事実に反する申請や提案など不正行為があったとき。 

⑤　期限内に⑴に定める提出書類を提出しなかったとき。 

⑥　その他、市が指示した事項に違反したとき、及び履行しなったとき。 

 

９　選定方法 

提出された書類に基づき、企画提案に関するプレゼンテーション（デモンストレーショ

ン含む。）・ヒアリングによる審査を実施し、その結果総合得点が最も高い事業者を、契約

の優先交渉者として決定し、交渉を行う。 

⑴　選定 

選定にあたっては、選定委員会を設置し、委員会が選定基準に基づいて評価をした後、

委員会の評価の結果・意見を踏まえて、優先交渉者を選定する。 

なお、選定委員会の会議は非公開とし、審査内容に係る質問や異議は一切受け付けな

い。 

⑵　プレゼンテーション及びヒアリング 

①　日時 

令和７年５月２９日（木）［予定］ 

②　会場 

二本松市役所（二本松市金色４０３番地１） 

※　会場等の詳細は、別途通知する。 

③　所要時間 

１提案者につき、３０分程度（説明２０分、質疑１０分） 

④　出席可能人数 

３名以内 

⑤　その他 

・プロポーザル参加者への事前説明会は行わない。 



・プレゼンテーションは、事前に提出した企画提案書の内容によること。パワーポイ

ント等を用いて実施することは可とするが、追加提案の説明や追加資料の配布は

認めない。また、デモンストレーションを行う場合は、基本的な操作方法や特徴的

な機能について説明すること。 

・６５インチの大型ディスプレイは市で用意する。 

・その他必要なパソコン等の機器類（HDMI ケーブル等を含む）は、各提案者が用意

すること。 

⑶　審査要領 

①　各選定員が、あらかじめ定められた評価基準について項目ごとに評点をつけ、その

結果を合計し、最高得点者を第１位優先交渉者として選定する。 

②　最高得点者が複数いた場合は、選定委員の協議により決定する。 

⑷　選定結果の通知 

優先交渉者の選定結果は、全ての提案者に令和７年６月上旬に郵送する。なお、得点

の内訳等の審査内容について説明を求めること及び審査結果に対する異議を申立てる

ことはできないものとする。 

⑸　審査結果公表 

審査結果は市のウェブサイトにおいて公表する。 

 

10　契約の締結 

契約内容及び仕様については、採択された企画提案をもとに第１位優先交渉者と協議

を行い、協議が整った後、地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号に定める随意契

約を締結する。 

　また、契約内容と仕様、契約金額については、協議の結果、採択された企画提案から変

更が生じる場合がある。 

　なお、第１位優先交渉者との協議が成立せず契約の締結が困難な場合は第２位優先交

渉者と協議を行い、成立した場合には、当該提案者と契約締結を行う。 

 

11　参加辞退 

参加申込書、企画提案書を提出した後に応募を辞退するときは、参加辞退届（様式第

6）を提出すること。また、企画提案書の提出から契約締結までの間に参加資格を満たさ

なくなった場合にも参加辞退届を提出すること。なお、この場合、市の他の事業において

不利益を被ることはないものとする。 

⑴　提出方法 

持参又は郵送による。郵送の場合は、郵送した旨の電子メールと電話にて連絡するこ

と。 

持参の場合は、平日の８時３０分から１７時までの間に受付する。 



⑵　提出先及び受付場所 

下記の「14　担当部署・提出先」に記載の部署 

 

12　提案者の失格事由 

次のいずれかに該当する場合は失格とする。 

⑴　参加資格の要件を満たさなかった場合 

⑵　本要領及び仕様書の条件を満たさない場合 

⑶　提出書類に虚偽の記載があった場合 

⑷　選定の公平性を害する行為があった場合 

⑸　提出された参考見積書の見積額が事業費上限額を超えている場合 

⑹　前各号に定めるもののほか、著しく信義に反する行為があった場合 

 

13　その他留意事項 

⑴　本プロポーザルに要する経費及び提出に係る費用は、全て提案者の負担とする。 

⑵　企画提案書等については、委託予定者の選定のために使用するものとし、公表しない

が、情報公開請求があった場合、二本松市公文書公開条例（平成１７年二本松市条例第

１７号）に基づき公開することがある。 

⑶　郵送の不達及び電子メール等の通信事故について、市はいかなる責任も負わない。 

⑷　選定委員会の審査により優先交渉者の決定を受けた者で、二本松市入札参加資格審

査要綱第８条第１項に基づく入札参加資格者名簿に登録がない者にあっては、市から

優先交渉者の通知を受けてから速やかに、二本松市入札参加資格審査要綱第４条に基

づく入札参加資格審査申請の手続きを行うこと。 

⑸　導入後の運用保守については、別途契約するものとする。 

 

14　担当部署・提出先 

〒９６４－８６０１　二本松市金色４０３番地１ 

二本松市総務部秘書政策課（市役所本庁舎４階・南側） 

［e-mail］sougouseisaku@city.nihonmatsu.lg.jp 

［電　話］０２４３－５５－５０９０（直通）


